
報 第 １ ３ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）  

 

 本 市 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と

お り 専 決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

 令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） ４ 月 ９ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 １ ３ 号  

 

   企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も

の と す る 。  

以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） ３ 月 ３ １ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 号 中 「 か ら 第 ４ 号 ま で 」 を 「 及 び 第 ３ 号 」 に 改 め 、 同 条

中 第 ４ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ６ 号 を 第 ５ 号 と す る 。  

第 ３ 条 第 １ 号 中 「 課 税 の 免 除 又 は 」 を 削 る 。  

第 ４ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 ４ 条  削 除  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 工

場 等 の 設 備 を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た 者 に 係 る こ の 条 例 に よ る 改 正

前 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条 例 （ 次 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い

う 。 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 課 税 の 免 除 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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 （ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法 に よ る 経 過 措 置 ）  

３  過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 令 和 ３ 年 法 律

第 １ ９ 号 ） 附 則 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に お い て 適 用 さ れ る 同 法 附 則

第 ５ 条 の 規 定 に よ り 、 施 行 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に

お い て 、 工 場 等 の 設 備 を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た も の に 係 る 旧 条 例

第 ４ 条 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 課 税 の 免 除 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  
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参
考
資

料
 

 
新
潟

県
柏
崎

市
企

業
振
興

条
例
（

平
成

１
８
年

２
月
２

７
日

条
例
第

１
号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

⑴
 
工
場
等
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
 

⑴
 
工
場
等
 
次
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
 

⑵
・
⑶
 
（
略
）
 

⑵
・
⑶
 
（
略
）
 

 
⑷
 
過
疎
法
適
用
工
場
等
 
平
成
17
年
５
月
１
日
の
前
日
に
お
い
て
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

法
（
平
成
12
年
法
律
第
15
号
）
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
過
疎
地
域
で
あ
っ
た
区
域
内
で
同
法
第

31
条
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
及
び
設
備
を
い
う
。
 

⑷
・
⑸
 
（
略
）
 

 

⑸
・
⑹
 
（
略
）
 

 

（
奨
励
措
置
）
 

（
奨
励
措
置
）
 

第
３
条
 
市
長
は
、
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
（
以
下

「
奨
励
企
業
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
奨
励
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
３
条
 
市
長
は
、
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
（
以
下

「
奨
励
企
業
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
奨
励
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
 
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
 

⑴
 
固
定
資
産
税
の
課
税
の
免
除
又
は
不
均
一
課
税
 

⑵
 
（
略
）
 

 

⑵
 
（
略
）
 

 

 
（
固
定
資
産
税
の
課
税
の
免
除
）
 

第
４
条
 
削
除
 

    

第
４
条
 
市
長
は
、
奨
励
企
業
の
う
ち
過
疎
法
適
用
工
場
等
に
対
し
、
当
該
工
場
等
の
設
備
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
当
該
工
場
等
を
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ

た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
４
月
１
日
を
初
日
と
す
る
年
度
以
降
３
年
度
、
そ
の
課
税
を
免
除
す

る
。
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